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アメリカの公共交通システムにおける憎悪煽動的な意見広告（ヘイト・スピーチ）の規制についての一考察
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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
各
都
市
の
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の
広
告
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
宗
教
的
な
憎
悪
を
煽
動
す
る
意
見
広
告
の

掲
出
を
め
ぐ
る
法
廷
内
外
の
争
い
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
し
、
公
共
空
間
に
お
け
る
憎
悪
煽
動
表
現
（
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
）
へ
の

対
処
法
を
考
察
す
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
都
市
の
運
営
す
る
地
下
鉄
や
バ
ス
な
ど
の
車
体
、
車
内
、
ホ
ー
ム
、
停
留
所
等
に
掲
出
さ
れ
る
政
治
的
・
論
争
的
な

意
見
広
告
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
規
制
の
可
否
と
限
度
に
関
す
る
議
論
が
生
じ
て
き
た
が（（
（

、
本
稿
で
焦
点
を
当
て
る
の
は
、

近
年
論
争
と
な
っ
た
反
イ
ス
ラ
ム
主
義
を
掲
げ
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
フ
リ
ー
ダ
ム
・
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
以
下
、
Ａ

Ｆ
Ｄ
Ｉ
と
表
記（

（
（

）
と
称
す
る
団
体
に
よ
る
広
告
掲
出
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、
二
〇
一
〇
年
頃
か
ら
、
全
米
各
地
の

公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
に
対
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
や
そ
の
信
者
を
挑
発
的
に
批
判
す
る
内
容
の
意
見
広
告
の
掲
出
を
求
め
て
き
た
。
こ
れ

に
対
し
、
多
く
の
都
市
の
交
通
当
局
が
広
告
の
掲
出
を
拒
否
し
た
た
め
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、
各
地
の
連
邦
裁
判
所
に
対
し
て
拒
否
処
分

の
差
止
め
等
を
求
め
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
の
う
ち
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
及
び
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
事
件
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
表
現
の
自
由
が
優
先
さ
れ
て
掲
出
拒
否
処
分
の
仮
差
止
め
が
認
め
ら
れ
た
が
、
ボ
ス
ト
ン
、
デ
ト
ロ
イ
ト
、
及
び
シ
ア
ト

ル
の
事
件
で
は
、
差
止
め
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
下
級
審
の
判
断
の
分
裂
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
最
高
裁
は
、
差
止

め
の
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
二
都
市
の
事
件
の
裁
量
上
訴
を
拒
否
し
て
い
る
。

　

下
級
審
の
判
断
の
分
裂
傾
向
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の
広
告
に
つ
い

て
、
政
府
に
よ
る
統
制
は
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
の
か
。
公
共
交
通
の
広
告
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
挑
発
的
な
憎
悪
広
告
に
つ
い
て
、
合

衆
国
憲
法
の
下
で
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
検
証
す
る
こ
と
を
通
し
、
公
共
施
設

に
お
け
る
憎
悪
表
現
へ
の
法
的
対
処
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
い
。
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と
こ
ろ
で
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
法
廷
闘
争
で
決
着
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
後
述
の
と
お
り
、
掲
出
拒
否
処
分

を
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
及
び
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
交
通
当
局
は
、
急
き
ょ
、
広
告
掲
出
の

基
準
を
変
更
し
て
、
意
見
広
告
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
禁
止
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
、
二
〇
一
七
年
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
新
た

な
広
告
掲
出
基
準
の
合
憲
性
を
争
う
訴
え
が
提
起
さ
れ
て
い
る（（
（

。

　

本
稿
で
は
、
以
下
、
ま
ず
、
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の
広
告
規
制
に
関
す
る
憲
法
上
の
論
点
を
整
理
し
た
う
え
で
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広

告
掲
出
を
め
ぐ
る
実
務
対
応
と
判
例
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

二　

問
題
の
整
理

　

Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
を
め
ぐ
る
事
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
主
に
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
の
「
表
現
」
と
し
て
の
性
格
と
、
各
都
市
の

公
共
交
通
の
広
告
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
保
障
の
程
度
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
点
を
順
に
み
て
い
く
。

１　

Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
の
「
表
現
」
と
し
て
の
性
格

　

Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
の
表
現
の
自
由
の
保
障
を
う
け
る
表
現
と
言
え
る
の
か
。
広
告
の
具
体
的
内
容
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
い
ず
れ
の
広
告
も
社
会
的
問
題
と
関
連
さ
せ
て
宗
教
又
は
信
者
を
批
判
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
政

治
的
表
現
又
は
公
的
論
点
に
関
す
る
表
現
と
い
う
性
格
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
側
面
か
ら
は
表
現
の
自
由
の
手
厚
い
保
障
が
求
め
ら

れ
る
。
一
方
で
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
宗
教
や
信
者
を
挑
発
的
に
批
判
又
は
侮
辱
す
る
表
現
で
あ
る
と
も
言
え
る

た
め
、
そ
こ
に
は
、
①
ム
ス
リ
ム
の
人
格
や
尊
厳
を
侵
害
す
る
憎
悪
表
現
、
②
公
共
交
通
設
備
や
ム
ス
リ
ム
の
人
々
に
対
す
る
暴
力

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
反
応

0

0

0

を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
暴
力
煽
動
表
現
、
③
公
共
交
通
の
設
備
又
は
利
用
者
に
対
す
る
ム
ス
リ
ム
等
に
よ
る
暴
力
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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反
応
0

0

を
引
き
起
こ
す
可
能
性
の
あ
る
暴
力
煽
動
表
現
又
は
喧
嘩
言
葉
と
し
て
の
要
素
が
混
在
す
る
。

　

判
例
上
、
暴
力
煽
動
表
現
、
喧
嘩
言
葉
、
及
び
憎
悪
表
現
の
規
制
は
表
現
内
容
規
制
に
該
当
す
る
た
め
、
厳
格
な
審
査
基
準
の
適

用
を
う
け
る
し
、
表
現
の
観
点
に
基
づ
く
規
制
（
観
点
差
別
）
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
暴
力
煽
動
表
現
に
つ
い
て
は
、
即
座
の

暴
力
的
反
応
を
誘
引
す
る
意
図
で
発
信
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
実
際
に
暴
力
的
反
応
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

し
、
喧
嘩
言
葉
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
表
現
の
受
け
手
個
人
に
直
接
向
け
ら
れ
て
い
て
実
際
に
暴
力
的
反
応
が
発
生
す
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る（（
（

。
一
方
、
憎
悪
表
現
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
、
合
憲
と
な
る
道
が
ほ
ぼ
閉
ざ
さ
れ
て
い
る（（
（

。

２　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
法
理

　

ア
メ
リ
カ
社
会
の
公
道
や
公
園
な
ど
の
空
間
は
、
個
人
や
団
体
が
意
見
を
表
明
す
る
場
と
し
て
伝
統
的
に
活
用
さ
れ
て
き
て
お
り
、

こ
う
し
た
空
間
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
保
障
は
、
修
正
一
条
の
基
本
的
内
容
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る（（
（

。
こ
う
し
た

伝
統
的
な
言
論
空
間
を
含
む
、
自
己
の
所
有
地
で
は
な
い
言
論
空
間
に
関
し
て
、
一
九
八
三
年
の
連
邦
最
高
裁
の
ペ
リ
ー
判
決
は
、

「
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
伝
統
的
Ｐ
Ｆ
）」、「
指
定
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
指
定
Ｐ
Ｆ
）」、「
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
非
Ｐ
Ｆ
）」
の
三
つ
の
類
型
を
示
し
た（（
（

。
も
っ
と
も
、
ペ
リ
ー
判
決
以
降
の
判
例
は
、
Ｐ
Ｆ
の
分
類
と
適
用
基
準
に

関
し
て
複
雑
な
様
相
を
見
せ
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
、
下
級
審
で
は
、
修
正
一
条
の
保
障
が
「
政
府
所
有
地
で
行
わ
れ
る
私
人
の
表

現
行
為
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
試
行
錯
誤
を
続
け
て（（
（

」
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
Ｐ
Ｆ

の
類
型
を
で
き
る
か
ぎ
り
一
般
化
し
て
記
し
て
お
く
。

　

第
一
に
、
伝
統
的
Ｐ
Ｆ
と
は
、
公
園
や
公
道
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
々
が
伝
統
的
に
表
現
活
動
の
場
と
し
て
活
用
し
て

き
た
空
間
を
指
す（（
（

。
伝
統
的
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
表
現
規
制
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
内
容
（
題
材
及
び
観
点
）
に
基
づ
く
規
制
は
原
則
的

に
禁
止
さ
れ
て
、
厳
格
な
審
査
が
適
用
さ
れ
る
ほ
か
、
時
間
、
場
所
、
手
法
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
も
、
重
要
な
政
府
利
益
に
寄
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与
す
る
た
め
に
狭
義
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
他
の
表
現
手
段
に
よ
る
意
見
伝
達
の
余
地
が
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る（（（
（

。

　

第
二
に
、
指
定
Ｐ
Ｆ
と
は
、
伝
統
的
Ｐ
Ｆ
に
は
該
当
し
な
い
も
の
の
、
政
府
が
市
民
の
自
由
な
表
現
活
動
の
た
め
に
設
置
又
は
開

放
し
た
空
間
を
指
す（（（
（

。
指
定
Ｐ
Ｆ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
成
立
す
る
条
件
も
確
定
し
て
い
な
い
う
え
、
そ
こ
で
許
容
さ
れ
う
る
規
制

に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
Ｐ
Ｆ
と
同
じ
取
り
扱
い
を
う
け
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
一
方
で（（（
（

、
空
間
の
性
格
に
応
じ
て
題
材
に
基

づ
く
規
制
が
許
容
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り（（（
（

、
理
解
に
振
れ
幅
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
非
Ｐ
Ｆ
（
又
は
「
非
フ
ォ
ー
ラ
ム（

（（
（

」）
と
は
、
公
共
施
設
の
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
表
現
活
動
に
は
無
関
係
な
目
的
で
設

置
さ
れ
て
お
り
、
伝
統
的
Ｐ
Ｆ
に
も
指
定
Ｐ
Ｆ
に
も
該
当
せ
ず
、
自
由
な
表
現
活
動
の
た
め
に
は
開
放
さ
れ
て
い
な
い
空
間
を
指
す（（（
（

。

非
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
表
現
規
制
に
は
、
合
理
性
の
基
準
が
適
用
さ
れ
、
合
理
的
で
観
点
中
立
的
で
あ
れ
ば
許
さ
れ
る（（（
（

。

　

こ
れ
ら
三
種
類
の
Ｐ
Ｆ
の
ほ
か
に
、
裁
判
所
は
「
限
定
的
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
限
定
的
Ｐ
Ｆ
）」
を
認
定
す
る
こ
と
が
あ

る
（
（（
（

。
限
定
的
Ｐ
Ｆ
の
説
明
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
特
定
の
団
体
の
利
用
の
た
め
、
又
は
特
定
の
題
材
に
関
す
る
議
論
の
た
め
に
、
政

府
が
市
民
に
開
放
し
た
公
設
空
間
と
記
し
て
お
く（（（
（

。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
指
定
Ｐ
Ｆ
と
限
定
的
Ｐ
Ｆ
の
区
別
の
困
難
さ
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
の
判
例
で
は
、
政
府
が
指
定
Ｐ
Ｆ
を
創
設
し
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
意
図
、
す
な
わ
ち
、
①
当
該
空
間

に
関
す
る
政
府
の
「
方
針
と
実
務
」、
②
当
該
空
間
の
本
質
的
性
格
と
表
現
活
動
と
の
適
合
性
に
依
拠
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
き
た（（（
（

。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
針
は
明
確
で
は
な
い
た
め
、
下
級
裁
判
所
を
悩
ま
せ
て
き
た
と
さ
れ
る（（（
（

。

３　

公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の
広
告
空
間
の
性
格

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
分
類
と
審
査
基
準
は
、
複
雑
で
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
各
都
市
の
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の
広
告

掲
出
の
基
準
や
実
務
上
の
取
扱
い
も
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
公
共
交
通
の
広
告
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
伝
統
的

Ｐ
Ｆ
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
理
解
は
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
指
定
Ｐ
Ｆ
、
限
定
Ｐ
Ｆ
、
又
は
非
Ｐ
Ｆ
の
い
ず
れ
に
該
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当
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
理
解
は
存
在
し
な
い
。

　

連
邦
最
高
裁
は
、
一
九
七
四
年
の
レ
ー
マ
ン
判
決
に
お
い
て
、
政
治
的
表
現
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
市
バ
ス
の
広
告
ス
ペ
ー
ス
を

非
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
認
定
し
た
う
え
で
、
そ
こ
で
の
政
治
的
表
現
の
全
面
禁
止
を
正
当
化
し
た（（（
（

。
同
判
決
は
、
路
面
電
車
を
含
む
屋
外

広
告
の
規
制
に
関
す
る
先
例
を
引
用
し
つ
つ
、
路
面
電
車
等
の
広
告
は
目
撃
者
の
意
思
を
問
わ
ず
視
界
に
侵
入
し
て
く
る
点
に
お
い

て
、
目
撃
者
を
「
囚
わ
れ
の
視
聴
者
」
の
状
態
に
置
く
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
は
害
悪
の
程
度
を
認
定
し
た
う
え
で
適
切
な
立
法

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
市
バ
ス
の
車
内
の
広
告
ス
ペ
ー
ス
は
そ
の
他
の
空
間
、
会
議
場
、
公
園
、
又
は
道
路

な
ど
と
は
異
な
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
公
共
交
通
と
い
う
営
利
事
業
で
あ
る
以
上
、
市
は
、
迅
速
で
便
利
で
快
適
で
廉
価
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
広
告
規
制
の
方
針
と
実
務
に
関
す
る
恣
意
性
、
不
規
則
性
、
不
公
平
性
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も

の
の
、
市
は
、
市
バ
ス
に
掲
出
さ
れ
る
広
告
の
種
類
に
関
す
る
合
理
的
な
選
択
を
す
る
裁
量
を
有
す
る
と
も
述
べ
た
。

　

も
っ
と
も
、
同
判
決
の
射
程
は
狭
く
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
件
の
先
例
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
レ
ー
マ
ン
判
決
の
争
点
と
な
っ
た
市
バ
ス
は
、
規
定
上
と
実
務
上
の
双
方
に
お
い
て
従
来
政
治
的
広
告
や
公
的
論
点
広
告
を
全

面
的
に
禁
止
し
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
非
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
認
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
政
治
的
表
現
を
許
容
し
て
い
る
公
共
交
通

に
つ
い
て
は
同
判
決
の
射
程
か
ら
外
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る（（（
（

。
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
掲
出
拒
否
処
分
の
司
法
審
査
は
、
こ
の

よ
う
な
判
例
状
況
を
背
景
に
行
わ
れ
た
結
果
、
次
に
見
て
い
く
と
お
り
、
広
告
事
業
が
非
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
三
都
市
で
は
、

合
理
性
と
観
点
中
立
性
の
審
査
が
行
わ
れ
て
、
広
告
掲
出
拒
否
処
分
が
合
憲
と
判
断
さ
れ
た
が
、
他
方
で
、
指
定
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
と
認

定
さ
れ
た
三
都
市
で
は
、
厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
て
、
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
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三　

広
告
掲
出
拒
否
処
分
を
め
ぐ
る
裁
判
例

１　

広
告
掲
出
拒
否
処
分
の
差
止
め
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
裁
判
例

　

Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
を
め
ぐ
る
事
件
の
う
ち
、
ボ
ス
ト
ン
、
デ
ト
ロ
イ
ト
、
及
び
シ
ア
ト
ル
の
広
告
掲
出
拒
否
処
分
を
め
ぐ
る
事
件

で
は
、
い
ず
れ
も
広
告
事
業
が
非
Ｐ
Ｆ
と
認
定
さ
れ
た
う
え
で
、
拒
否
処
分
の
合
理
性
と
観
点
中
立
性
が
認
め
ら
れ
て
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ

が
敗
訴
し
た
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
事
件
を
紹
介
す
る
。

　
（
１
）
ボ
ス
ト
ン
地
区
Ｍ
Ｂ
Ｔ
Ａ
（
第
一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
）

　

ボ
ス
ト
ン
地
区
の
Ｍ
Ｂ
Ｔ
Ａ
（M

assachusetts Bay T
ransportation A

uthority

）
の
広
告
事
業
指
針
は
、
個
人
又
は
集
団
の
品

位
を
落
と
す
（dem

ean

）
又
は
評
判
を
落
と
す
（disparage

）
広
告
（
＝
品
位
評
判
低
下
表
現
）
を
禁
止
す
る
。
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、「
文

明
化
さ
れ
た
人
間
と
野
蛮
人
の
間
の
戦
い
で
は
、
文
明
化
さ
れ
た
人
間
を
支
持
せ
よ
。
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
持
せ
よ
。
ジ
ハ
ー
ド
を
打

破
せ
よ
。」
と
い
う
文
言
の
広
告
の
掲
出
を
求
め
た
が
、
Ｍ
Ｂ
Ｔ
Ａ
が
こ
れ
を
品
位
評
判
低
下
表
現
に
該
当
す
る
と
し
て
掲
出
を
拒

否
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
拒
否
処
分
の
差
止
め
を
求
め
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
二
〇
一
三
年
、
連
邦
地
裁
は
、
第
一
巡

回
区
連
邦
控
訴
裁
の
先
例（（（
（

を
踏
襲
し
て
広
告
事
業
を
非
Ｐ
Ｆ
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
本
件
広
告
は
ム
ス
リ
ム
や
パ
レ
ス
チ
ナ

人
に
対
す
る
品
位
評
判
低
下
表
現
で
あ
る
と
合
理
的
に
解
釈
で
き
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
集
団
の
一
員
を
「
野
蛮
人

（savage

）」
と
呼
ぶ
こ
と
は
個
人
の
尊
厳
を
直
接
に
低
下
さ
せ
る
と
述
べ
て
、
掲
出
拒
否
処
分
の
差
止
め
を
認
め
な
か
っ
た（（（
（

。

　

こ
の
事
件
で
、
二
〇
一
五
年
、
第
一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
Ｍ
Ｂ
Ｔ
Ａ
の
指
針
及
び
そ
の
適
用
は
修
正

一
条
に
反
し
な
い
と
判
断
し
た（（（
（

。
ま
ず
、
連
邦
控
訴
裁
は
、
Ｍ
Ｂ
Ｔ
Ａ
の
広
告
事
業
を
非
Ｐ
Ｆ
と
認
定
し
た
同
巡
回
区
の
先
例
に
言

及
し
つ
つ
、
改
め
て
広
告
事
業
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
性
の
確
認
を
行
な
っ
た
。
連
邦
控
訴
裁
は
、
Ｍ
Ｂ
Ｔ
Ａ
の
広
告
指
針
に
お
い
て
、
そ
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の
事
業
目
的
が
⒜
広
告
及
び
運
賃
収
入
の
最
大
化
、
⒝
安
全
で
秩
序
あ
る
運
営
及
び
乗
客
へ
の
歓
迎
的
環
境
の
維
持
、
⒞
広
告
内
容

が
Ｍ
Ｂ
Ｔ
Ａ
又
は
州
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
の
防
止
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
掲
出
可
能
な
広
告
内
容
も
明

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
実
際
に
広
告
内
容
が
審
査
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
同
巡
回
区
の
先
例

を
参
照
し
つ
つ
、
た
と
え
他
の
意
見
広
告
が
許
容
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
が
広
告
事
業
に
指
定
Ｐ
Ｆ
の
性
格
を
付

与
す
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
、
本
件
広
告
事
業
を
非
Ｐ
Ｆ
と
認
定
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
控
訴
裁
は
、
Ｍ
Ｂ
Ｔ
Ａ
の
品
位
評
判
低

下
基
準
は
あ
ら
ゆ
る
論
点
、
立
場
、
及
び
主
体
に
適
用
さ
れ
る
「
合
理
的
な
理
由
の
基
準
」
な
の
で
あ
っ
て
特
定
の
観
点
に
対
す
る

差
別
で
は
な
い
う
え
、
仮
に
基
準
を
満
た
さ
な
い
広
告
を
拒
否
さ
れ
た
と
し
て
も
深
刻
な
表
現
萎
縮
効
果
が
生
じ
る
わ
け
で
も
な
い

と
述
べ
た
。
ま
た
、
連
邦
控
訴
裁
は
、
本
件
広
告
事
業
指
針
は
、
不
当
な
観
点
差
別
の
懸
念
や
、
収
入
目
的
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
無

関
係
な
理
由
に
よ
る
特
定
観
点
の
攻
撃
の
懸
念
を
生
み
出
す
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
な
裁
量
濫
用
の
余
地
を
与
え
る
ほ
ど
に
不
明
瞭
で

は
な
い
と
述
べ
て
、
そ
の
違
憲
性
を
否
定
し
た
。
二
〇
一
六
年
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
の
裁
量
上
訴
を
拒
否
し
た（（（
（

。

　
（
２
）
デ
ト
ロ
イ
ト
地
区
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
（
第
六
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
）

　

デ
ト
ロ
イ
ト
地
区
の
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
（Suburban M

obility A
uthority for Regional T

ransportation

）
の
広
告
に
関
す
る
基
準

は
、
不
公
平
な
外
観
を
帯
び
た
り
「
囚
わ
れ
の
聴
衆
」
に
対
す
る
押
し
付
け
と
な
っ
た
り
す
る
可
能
性
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
掲
出
の
認
め
ら
れ
な
い
五
つ
の
項
目
を
明
記
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
、
政
治
的
広
告
（
基
準
①
）
と
、
明
ら
か
に
名
誉
毀
損

的
又
は
特
定
の
個
人
又
は
集
団
を
侮
辱
又
は
嘲
笑
に
さ
ら
す
広
告
（
基
準
④
）
が
含
ま
れ
る
。
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、「
あ
な
た
に
フ
ァ
ト
ゥ

ワ
が
出
さ
れ
て
い
る
？　

自
分
の
家
族
に
脅
迫
さ
れ
て
い
る
？　

イ
ス
ラ
ム
か
ら
抜
け
出
し
た
い
？　

質
問
が
あ
る
？　

回
答
を
得

よ
う
！　

Refugefrom
Islam

.com

」
と
い
う
文
言
の
広
告
の
掲
出
を
求
め
た
が
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
が
基
準
④
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
拒

否
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
仮
差
止
め
を
求
め
た
。
連
邦
地
裁
は
、
本
件
広
告
場
所
を
非
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
と
述
べ
つ
つ
も
、
広
告
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内
容
規
制
の
適
切
な
基
準
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
判
断
実
務
に
も
恣
意
性
が
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
、
仮
差
止
め
を
認
め
た（（（
（

。

　

一
方
、
二
〇
一
二
年
、
第
六
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
は
、
第
一
巡
回
区
と
第
六
巡
回
区
の
先
例
を
参
照
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
論
理

で
原
審
を
破
棄
し
た（（（
（

。
ま
ず
、
連
邦
控
訴
裁
は
、
本
件
広
告
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
明
文
で
非
Ｐ
Ｆ
と
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
も

の
の
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
が
強
い
監
督
力
を
有
し
て
お
り
、
広
告
掲
出
基
準
の
下
で
公
共
的
討
論
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
う
え
、
広
告

事
業
は
歳
入
増
加
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
非
Ｐ
Ｆ
に
該
当
す
る
と
述
べ
た
。
そ
の
う
え
で
、
連
邦
控
訴
裁
は
、
合
理
性

と
観
点
中
立
性
の
審
査
を
行
い
、
交
通
当
局
が
商
用
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
広
告
の
み
を
認
め
て
政
治
広
告
を
拒
否
す
る
こ
と
は
一
般

に
許
さ
れ
る
し
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
の
基
準
は
政
治
的
広
告
を
一
切
禁
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
恣
意
が
働
く
余
地
が
な
い
と
述
べ
た
う
え

で
、
さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
米
国
内
で
の
適
用
そ
の
も
の
が
政
治
的
論
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
交
通
当

局
が
本
件
広
告
を
政
治
的
と
判
断
し
た
の
は
合
理
的
で
あ
る
と
述
べ
て
、
原
審
を
破
棄
し
た
。

　
（
３
）
シ
ア
ト
ル
地
区
（
キ
ン
グ
郡
メ
ト
ロ
）（
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
）

　

シ
ア
ト
ル
地
区
の
メ
ト
ロ
（K

ing County M
etro

）
の
広
告
基
準
で
は
、
広
告
掲
出
の
認
め
ら
れ
な
い
一
一
の
類
型
を
規
定
し

て
お
り
、
そ
れ
に
は
、
虚
偽
又
は
誤
導
的
な
内
容
（
④
）、
侮
辱
す
る
又
は
評
価
を
下
げ
る
（dem

eaning or disparaging

）
内
容

（
⑧
）、
交
通
シ
ス
テ
ム
へ
の
有
害
又
は
妨
害
的
な
内
容
（
⑨
）
が
含
ま
れ
て
お
り
、
メ
ト
ロ
は
こ
の
基
準
に
照
ら
し
て
広
告
内
容
の

審
査
を
行
っ
て
い
る（（（
（

。

　

同
メ
ト
ロ
は
、
二
〇
一
三
年
、
国
務
省
の
申
請
に
よ
り
、「
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
顔
」
と
題
す
る
一
六
名
の
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の

顔
写
真
を
並
べ
た
手
配
広
告
を
掲
出
し
た
が
、
人
種
的
及
び
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
配
慮
を
求
め
る
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と

を
う
け
、
国
務
省
が
自
主
的
に
広
告
を
撤
回
し
た
。
一
方
、
翌
月
、
今
度
は
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
が
、
同
じ
く
「
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
顔
」
と

題
し
て
同
じ
一
六
名
の
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト
の
顔
写
真
を
並
べ
た
類
似
の
広
告
の
掲
出
を
求
め
た
が
、
メ
ト
ロ
が
広
告
基
準
④
、
⑧
、
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⑨
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
掲
出
を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
が
当
該
拒
否
処
分
の
仮
差
止
め
を
求
め
た
。
こ
の
事
件
に
お

い
て
、
連
邦
地
裁
は
、
第
九
巡
回
区
の
先
例
に
基
づ
い
て
本
件
広
告
場
所
を
非
Ｐ
Ｆ
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
合
理
性
と
観
点

中
立
性
の
審
査
の
み
を
行
い
、
掲
出
拒
否
の
差
止
め
を
認
め
な
か
っ
た（（（
（

。

　

控
訴
審
の
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
も
、
本
件
広
告
事
業
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
性
に
つ
い
て
は
同
巡
回
区
の
先
例
を
参
照
し
つ
つ（（（
（

、
当

該
広
告
ス
ペ
ー
ス
に
は
事
前
審
査
を
通
過
し
た
広
告
の
み
掲
載
さ
れ
る
こ
と
、
実
際
に
多
様
な
広
告
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及

び
本
件
の
政
府
施
設
が
安
全
か
つ
効
率
的
な
公
共
交
通
の
提
供
を
主
目
的
と
す
る
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
指
摘
し
て
、
本
件
広
告
ス

ペ
ー
ス
を
非
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
と
認
定
し
た
う
え
で
、
合
理
性
と
観
点
中
立
性
の
審
査
を
行
っ
た（（（
（

。
そ
し
て
、
メ
ト
ロ
の
乗
客
を
「
囚
わ

れ
の
聴
衆
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
広
告
基
準
④
の
「
虚
偽
又
は
誤
導
的
」
基
準
に
つ
い
て
、
メ
ト
ロ
の
目
的
が
安
全
か
つ

効
率
的
な
公
共
交
通
の
提
供
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
虚
偽
広
告
禁
止
の
基
準
自
体
は
十
分
に
合
理
的
で
あ
る
と
述
べ
た
。
さ

ら
に
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
中
の
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に
よ
る
最
大
二
五
〇
〇
万
ド
ル
の
賞
金
と
い
う
記
載
に
つ
い
て
、
正
し
く
は
国
務
省
に
よ
る

最
大
五
〇
〇
万
ド
ル
の
賞
金
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
本
件
広
告
は
客
観
的
か
つ
明
確
に
虚
偽
な
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件

広
告
に
つ
い
て
は
当
該
基
準
が
恣
意
的
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
違
憲
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠
が
示

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
拒
否
は
観
点
中
立
的
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
。

　

な
お
、
連
邦
控
訴
裁
の
判
断
は
、
賞
金
に
関
す
る
表
示
の
正
確
性
（
基
準
④
）
に
つ
い
て
の
検
討
の
み
に
基
づ
い
て
下
さ
れ
て
お

り
、
よ
り
慎
重
な
分
析
の
求
め
ら
れ
る
二
つ
の
基
準
、
す
な
わ
ち
侮
辱
す
る
又
は
評
価
を
下
げ
る
表
現
（
基
準
⑧
）
と
交
通
シ
ス
テ

ム
へ
の
害
悪
と
な
る
表
現
（
基
準
⑨
）
の
該
当
性
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
判
決
文
中
で
も
明
示
さ
れ
て
い

る
（
（（
（

。
連
邦
最
高
裁
は
、
二
〇
一
六
年
、
本
件
の
裁
量
上
訴
を
拒
否
し
た（（（
（

。

２　

広
告
掲
出
拒
否
処
分
の
差
止
め
が
認
め
ら
れ
た
裁
判
例
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今
述
べ
た
と
お
り
、
広
告
掲
出
拒
否
処
分
の
差
止
め
を
認
め
た
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
も
、
当
該
巡
回
区
の
連
邦
控
訴
裁
の
先
例
を

ふ
ま
え
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
性
の
審
査
に
よ
っ
て
広
告
事
業
を
非
Ｐ
Ｆ
と
認
定
し
て
、
合
理
性
と
観
点
中
立
性
の
審
査
の
み
を
行
っ
た
。

一
方
、
次
に
示
す
の
は
、
広
告
事
業
を
指
定
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
と
判
断
し
た
う
え
で
、
厳
格
審
査
を
適
用
し
た
う
え
で
、
掲
出
拒
否
処
分

の
差
止
め
を
認
め
た
三
都
市
の
事
例
で
あ
る
。

　
（
１
）
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
地
区
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
（
Ｄ
Ｃ
連
邦
地
裁
（
Ｄ
Ｃ
連
邦
控
訴
裁
法
域
））

　

二
〇
一
二
年
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
地
区
の
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
（W

ashington M
etropolitan A

rea 

T
ransit A

uthority

）
に
対
し
、「
文
明
化
さ
れ
た
人
間
と
野
蛮
人
の
間
の
戦
い
で
は
、
文
明
化
さ
れ
た
人
間
を
支
持
せ
よ
。
イ
ス
ラ

エ
ル
を
支
持
せ
よ
。
ジ
ハ
ー
ド
を
打
破
せ
よ
。」
と
い
う
内
容
の
広
告
の
掲
出
を
求
め
た
。
し
か
し
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
は
、
同
時
期
に

大
規
模
な
反
米
デ
モ
が
世
界
各
地
で
発
生
し
て
在
リ
ビ
ア
合
衆
国
大
使
館
が
テ
ロ
攻
撃
を
う
け
る
な
ど
し
て
い
た
こ
と
を
う
け
、
本

件
広
告
に
関
す
る
運
輸
保
安
庁
の
個
別
の
助
言
（
要
旨
：
Ｄ
Ｃ
の
メ
ト
ロ
は
テ
ロ
攻
撃
の
独
特
の
対
象
で
あ
る
ゆ
え
に
当
該
広
告
の
掲
出

に
懸
念
を
覚
え
る
）
と
国
土
安
全
保
障
省
の
一
般
的
な
公
式
警
告
（
要
旨
：
ビ
デ
オ
に
反
応
し
た
暴
力
に
対
し
て
国
内
及
び
国
外
に
お
い

て
警
戒
せ
よ
）
を
ふ
ま
え
、
当
該
広
告
の
掲
出
を
「
将
来
決
定
す
る
期
日
」
ま
で
延
期
を
す
る
こ
と
を
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、

Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
が
仮
差
止
め
を
求
め
た
。

　

こ
の
事
件
で
、
二
〇
一
二
年
、
連
邦
地
裁
は
、
ま
ず
、
本
件
広
告
の
表
現
の
う
ち
、
政
治
的
表
現
の
要
素
に
つ
い
て
は
最
高
位
の

修
正
一
条
の
保
護
を
う
け
、
憎
悪
表
現
の
要
素
に
つ
い
て
も
保
護
を
う
け
う
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
本
件
広
告
は
喧
嘩
言
葉
（
表
現

の
受
領
者
に
直
接
向
け
ら
れ
て
い
て
暴
力
的
反
応
の
発
生
可
能
性
が
高
い
挑
発
的
な
表
現
）
に
は
該
当
し
な
い
と
述
べ
た（（（
（

。
そ
し
て
、
連

邦
地
裁
は
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
が
本
件
広
告
事
業
を
指
定
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
表
現
内
容
規
制
と
し
て
の
厳
格

審
査
を
行
っ
た（（（
（

。
そ
し
て
、
連
邦
地
裁
は
、
ム
ス
リ
ム
社
会
の
米
国
嫌
悪
感
情
、
Ｄ
Ｃ
メ
ト
ロ
の
連
邦
政
府
施
設
か
ら
の
至
近
性
、
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及
び
国
土
安
全
保
障
省
と
運
輸
保
安
庁
の
助
言
の
存
在
と
い
う
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
は
乗
客
と
職
員
の
安
全
に
関
す
る

重
要
な
規
制
利
益
（
⒜
地
下
鉄
ホ
ー
ム
上
で
の
乗
客
間
の
論
争
の
結
果
と
し
て
の
乗
客
の
転
落
の
防
止
、
⒝
テ
ロ
攻
撃
の
防
止
）
を
示
す
こ

と
が
で
き
て
い
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
連
邦
控
訴
裁
は
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
の
指
摘
す
る
危
険
の
防
止
は
他
の
手
段
で
も
可
能
で
あ
る

と
述
べ
、
さ
ら
に
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
が
代
替
の
掲
出
場
所
を
検
討
せ
ず
、
無
期
限
か
つ
主
観
的
な
延
期
期
間
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
最

も
制
約
の
小
さ
い
規
制
と
は
言
え
な
い
と
述
べ
て
、
掲
出
拒
否
処
分
の
終
局
的
差
止
め
を
認
め
た
。

　

そ
の
後
、
二
〇
一
五
年
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
に
対
し
、
自
ら
が
同
年
に
主
催
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
似
顔
絵
コ
ン
テ
ス
ト
の

優
勝
作
品
に
文
言
を
書
き
加
え
た
内
容
の
広
告
の
掲
出
を
申
請
し
た
。
当
該
コ
ン
テ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
、
コ
ン
テ
ス
ト
会
場
の
襲

撃
を
試
み
た
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
の
武
装
男
性
二
名
が
会
場
前
で
警
察
官
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
も
あ

り
、
同
年
五
月
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
は
、
年
内
の
意
見
広
告
の
全
面
中
止
を
決
定
し
た
う
え
で
、
同
年
一
一
月
に
広
告
掲
出
基
準
を
改
正

し
、
意
見
広
告
を
含
む
多
様
な
広
告
を
正
式
に
禁
止
し
た（（（
（

。

　
（
２
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
地
区
Ｍ
Ｔ
Ａ
（
連
邦
地
裁
（
第
二
巡
回
区
法
域
））

　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
地
区
の
Ｍ
Ｔ
Ａ
（M

etropolitan T
ransportation A

uthority

）
は
、
二
〇
一
一
年
の
時
点
で
は
、
掲
出
し
な
い

広
告
に
関
す
る
基
準
を
有
し
て
お
り
、
虚
偽
、
誤
導
的
、
若
し
く
は
欺
罔
的
な
商
用
広
告
、
名
誉
毀
損
的
広
告
、
又
は
わ
い
せ
つ
表

現
を
含
む
広
告
を
禁
止
す
る
ほ
か
、
人
種
、
肌
の
色
、
宗
教
、
出
身
国
、
祖
先
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
年
齢
、
障
害
、
又
は
性
的
指
向
に

基
づ
き
個
人
又
は
集
団
を
侮
辱
（dem

ean

）
す
る
イ
メ
ー
ジ
若
し
く
は
情
報
を
含
む
広
告
を
禁
止
し
て
い
た
（
＝
侮
辱
禁
止
基
準
）。

Ｍ
Ｔ
Ａ
は
、
二
〇
一
一
年
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
で
は
な
い
団
体
の
申
請
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
批
判
の
意
見
広
告
と
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ

和
平
の
意
見
広
告
を
掲
出
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
応
答
し
て
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、「
文
明
化
さ
れ
た
人
間
と
野
蛮
人
の
間
の
戦
争
で
は
、

文
明
化
さ
れ
た
人
間
を
支
持
せ
よ
。
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支
持
せ
よ
。
ジ
ハ
ー
ド
を
打
破
せ
よ
。」
と
い
う
文
言
の
広
告
の
掲
出
を
希
望



273

アメリカの公共交通システムにおける憎悪煽動的な意見広告（ヘイト・スピーチ）の規制についての一考察

し
た
。
し
か
し
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
が
、「
野
蛮
人
（savages

）」
と
い
う
表
現
が
宗
教
、
出
身
国
、
又
は
祖
先
に
基
づ
い
て
ム
ス
リ
ム
又
は

パ
レ
ス
チ
ナ
人
等
を
侮
辱
す
る
と
判
断
し
て
掲
出
を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
当
該
拒
否
処
分
の
仮
差
止
め
を
求
め
た

（
第
一
事
件
）。

　

第
一
事
件
で
、
連
邦
地
裁
は
、
ま
ず
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
の
広
告
事
業
を
指
定
Ｐ
Ｆ
と
認
定
し
た
第
二
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
の
先
例
を
ふ
ま

え
つ
つ（（（
（

、
本
件
広
告
事
業
の
目
的
が
広
告
収
入
だ
け
な
ら
ば
非
Ｐ
Ｆ
に
該
当
し
う
る
が
、
論
争
を
呼
び
う
る
政
治
的
広
告
も
従
来
認

め
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
は
規
制
者
（regulator

）
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
、
本
件
広
告
事
業
は
指
定
Ｐ
Ｆ

に
該
当
す
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
そ
こ
で
の
表
現
内
容
規
制
は
厳
格
審
査
に
服
す
る
と
述
べ
た（（（
（

。
ま
た
、
連
邦
地
裁
は
、
本
件
広
告

は
保
護
さ
れ
る
表
現
の
中
核
に
位
置
す
る
政
治
的
表
現
に
該
当
す
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
本
件
広
告
は
同
じ
ス
ペ
ー
ス
に
掲
出
さ
れ

た
同
じ
問
題
に
関
す
る
政
治
広
告
へ
の
応
答
で
あ
る
た
め
、
修
正
一
条
の
下
で
最
高
レ
ベ
ル
の
保
護
を
受
け
る
と
述
べ
た
。
そ
の
う

え
で
、
連
邦
地
裁
は
、
人
種
や
宗
教
等
の
列
挙
事
由
に
基
づ
く
侮
辱
の
み
を
禁
止
す
る
本
件
基
準
は
特
定
の
好
ま
れ
な
い
題
材
の
み

を
禁
止
す
る
点
に
お
い
て
表
現
内
容
に
基
づ
く
差
別
的
規
制
で
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
政
治
的
表
現
ま
で
も
が
規
制
対
象
に
な
る

点
に
お
い
て
高
度
に
不
公
平
で
あ
る
と
述
べ
て
、
侮
辱
禁
止
基
準
の
仮
差
止
め
を
認
め
た（（（
（

。

　

こ
れ
を
う
け
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
は
、
二
〇
一
二
年
、
侮
辱
禁
止
基
準
を
廃
止
し
た
う
え
で
、
新
た
に
、
暴
力
又
は
そ
の
他
の
即
座
の
治
安

崩
壊
を
今
に
も
煽
動
又
は
誘
発
す
る
こ
と
で
安
全
、
効
率
的
、
か
つ
秩
序
あ
る
運
輸
事
業
に
加
害
、
妨
害
、
又
は
干
渉
を
及
ぼ
す
こ

と
を
Ｍ
Ｔ
Ａ
が
合
理
的
に
予
見
し
う
る
内
容
を
含
む
広
告
を
禁
止
し
た
（
＝
治
安
崩
壊
禁
止
基
準
）。
そ
の
後
、
二
〇
一
四
年
、
Ａ
Ｆ

Ｄ
Ｉ
は
、「
ハ
マ
ス
Ｍ
Ｔ
Ｖ
に
よ
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
殺
害
は
我
々
を
ア
ラ
ー
に
近
づ
け
る
信
仰
（w

orship

）
だ
。
こ
れ
は
彼
の
ジ

ハ
ー
ド
。
あ
な
た
の
ジ
ハ
ー
ド
は
？
」
と
い
う
文
言
と
と
も
に
ス
カ
ー
フ
で
頭
部
と
顔
面
の
大
部
分
を
隠
し
た
威
嚇
的
な
外
見
の
男

性
の
描
写
を
添
え
た
広
告
の
掲
出
を
希
望
し
た
が
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
が
治
安
崩
壊
禁
止
基
準
に
照
ら
し
て
掲
出
を
拒
否
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ

Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
治
安
崩
壊
禁
止
基
準
の
仮
差
止
め
を
求
め
た
（
第
二
事
件
）。
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こ
の
第
二
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
地
裁
は
、
本
件
広
告
ス
ペ
ー
ス
が
指
定
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
両
当
事
者
が
同
意
し
て
い

る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
ま
ず
、
本
件
広
告
が
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
規
制
の
許
さ
れ
る
喧
嘩

言
葉
及
び
暴
力
又
は
無
法
状
態
の
煽
動
表
現
に
該
当
す
る
の
か
を
検
討
し
た（（（
（

。
そ
し
て
、
連
邦
地
裁
は
、
喧
嘩
言
葉
の
成
立
要
件
で

あ
る
と
こ
ろ
の
、
聞
き
手
に
直
接
向
け
ら
れ
て
い
て
暴
力
的
反
応
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
と
い
う
要
件
が
、
本
件
広
告
ス

ペ
ー
ス
を
通
し
た
表
現
発
信
の
場
合
で
も
満
た
さ
れ
る
と
す
る
判
例
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
仮
に
満
た
さ
れ
る
と

し
て
も
、
本
件
広
告
が
「
即
座
の
治
安
崩
壊
」
を
引
き
起
こ
す
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
て
、
喧
嘩
言

葉
の
該
当
性
を
否
定
し
た
。
ま
た
、「
暴
力
又
は
無
法
状
態
の
煽
動
」
の
該
当
性
に
つ
い
て
も
、
連
邦
地
裁
は
、
本
件
広
告
の
「
ユ

ダ
ヤ
人
殺
害
」
と
い
う
文
言
は
ハ
マ
ス
の
Ｔ
Ｖ
番
組
の
引
用
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
本
件
広
告
は
文
面
上
は
暴
力
を
唱
導
し
て

お
ら
ず
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
名
宛
人
も
定
か
で
な
い
う
え
、
本
件
広
告
が
即
座
の
暴
力
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
と
い
う
客
観
的

な
証
拠
も
示
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
実
質
的
に
同
一
の
広
告
が
他
都
市
で
掲
出
さ
れ
た
と
き
も
問
題
は
生
じ

て
お
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
が
他
都
市
よ
り
も
テ
ロ
の
対
象
と
な
り
や
す
い
と
い
う
一
般
的
な
可
能
性
の
高
さ
の
み
に
基
づ
い
て
表

現
規
制
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
、
そ
の
該
当
性
を
否
定
し
た
。

　

そ
し
て
、
連
邦
地
裁
は
、
厳
格
審
査
を
行
い
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
は
本
件
広
告
と
は
無
関
係
な
一
般
的
な
公
共
の
安
全
上
の
懸
念
を
提
示
し

て
い
る
も
の
の
、
公
共
の
安
全
へ
の
脅
威
を
示
す
現
実
か
つ
客
観
的
な
証
拠
は
提
示
し
て
お
ら
ず
、
重
要
な
利
益
が
示
さ
れ
て
い
な

い
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
連
邦
地
裁
は
、
掲
出
拒
否
よ
り
も
制
約
の
少
な
い
統
制
手
段
（
例
え
ば
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
と
本
件
広
告
と
が
無
関
係

で
あ
る
旨
を
書
き
添
え
る
な
ど
）
が
存
在
す
る
と
述
べ
た
う
え
で
、（
広
告
に
直
接
起
因
す
る
の
で
は
な
い
）
自
然
発
生
的
な
暴
力
的
攻

撃
へ
の
警
戒
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
表
現
規
制
は
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
、
広
告
掲
出
拒
否
処
分
の
仮
差
止
め
を
認
め
た
。

　

こ
れ
を
う
け
、
同
年
四
月
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
は
、
急
き
ょ
、
広
告
場
所
の
法
的
性
格
を
指
定
Ｐ
Ｆ
か
ら
限
定
的
Ｐ
Ｆ
に
変
更
を
す
る
こ
と

を
目
的
に
、
政
治
的
な
性
格
を
有
す
る
広
告
を
す
べ
て
禁
止
す
る
新
基
準
を
採
択
し
た
う
え
で
、
先
の
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
は
政
治
的
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性
格
を
有
す
る
と
い
う
理
由
を
挙
げ
て
、
改
め
て
当
該
広
告
の
掲
出
を
拒
否
し
た（（（
（

。

　
（
３
）
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
地
区
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ
（
連
邦
地
裁
（
第
三
巡
回
区
法
域
））

　

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
地
区
の
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ
（Southeastern Pennsylvania T

ransportation A
uthority

）
と
広
告
代
理
店
と
の

契
約
文
言
中
の
広
告
掲
出
基
準
で
は
、
特
定
の
個
人
又
は
集
団
を
そ
の
人
種
、
宗
教
的
信
念
、
年
齢
、
性
別
、
外
国
人
性
、
出
身
国
、

病
気
、
又
は
障
害
に
基
づ
い
て
評
価
を
下
げ
た
り
（disparage

）
嘲
笑
し
た
り
（ridicule

）
す
る
傾
向
の
あ
る
広
告
を
禁
止
し
て
い

た
（
＝
評
価
低
下
禁
止
基
準
）。
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
広
告
事
業
は
、
商
用
及
び
非
営
利
団
体
の
広
告
に
重
点
を
置
い
て
き
た
が
、
公
的
論

点
に
関
す
る
広
告
も
掲
出
し
て
い
た
。
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、
二
〇
一
四
年
、「
イ
ス
ラ
ム
の
ユ
ダ
ヤ
人
憎
悪
」
と
題
す
る
ヒ
ト
ラ
ー
と
ム

ス
リ
ム
指
導
者
の
対
談
写
真
を
掲
載
し
た
広
告
の
掲
出
を
求
め
た
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
評
価
低
下
禁
止
基
準
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
拒

否
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
が
拒
否
処
分
の
差
止
め
を
求
め
た
。

　

こ
の
事
件
で
、
二
〇
一
五
年
、
連
邦
地
裁
は
、
次
に
述
べ
る
論
理
で
本
件
基
準
を
違
憲
と
判
断
し
て
、
掲
出
拒
否
処
分
の
仮
差
止

め
を
認
め
た（（（
（

。
連
邦
地
裁
は
、
ま
ず
、
本
件
広
告
が
政
治
的
表
現
及
び
宗
教
典
解
釈
を
含
む
修
正
一
条
の
中
核
に
位
置
す
る
表
現
で

あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
広
告
事
業
を
指
定
Ｐ
Ｆ
と
認
定
し
た
第
三
巡
回
区
の
先
例
を
参
照
し
つ
つ（（（
（

、
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ

が
政
治
的
及
び
公
共
的
論
点
の
広
告
を
禁
じ
る
公
式
基
準
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
、
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
広
告
基
準
と
実
務
実
績
が
商
業

広
告
及
び
論
争
を
呼
ば
な
い
広
告
の
み
に
限
定
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
及
び
、
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
こ
れ
ま
で
多
く
の
公
共
的

論
点
の
広
告
を
認
め
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
本
件
広
告
事
業
が
指
定
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
連
邦
地
裁
は
、
評
価
低
下
禁
止
基
準
に
つ
い
て
は
、
他
者
の
評
価
を
下
げ
る
表
現
の
う
ち
、
好
ま
れ
な
い
題
材
と

し
て
列
挙
さ
れ
た
人
種
等
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
の
み
を
規
制
す
る
点
に
お
い
て
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
で
あ
る
と
述
べ
て
、

厳
格
審
査
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
連
邦
地
裁
は
、
憎
悪
表
現
規
制
を
違
憲
と
し
た
Ｒ
Ａ
Ｖ
判
決
の
論
理
を
用
い
つ
つ
、
仮
に
Ｓ
Ｅ
Ｐ
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Ｔ
Ａ
が
特
定
の
集
団
を
虐
待
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
重
要
な
規
制
利
益
を
主
張
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
利
益
の
達
成
は
列
挙
さ
れ
た

集
団
に
対
す
る
評
価
低
下
表
現
だ
け
を
規
制
す
る
と
い
う
手
段
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
評
価
低
下
表
現
を
禁
止
す
る
と
い
う
手
段
で

も
可
能
で
あ
る
以
上
は
、
本
件
基
準
は
限
定
的
な
規
制
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
連
邦
地
裁
は
、
本
件
基
準
の

下
で
は
、
列
挙
さ
れ
た
集
団
を
称
美
す
る
表
現
は
禁
止
さ
れ
な
い
一
方
で
、
評
価
を
低
下
さ
せ
る
表
現
は
禁
止
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、

表
現
の
観
点
に
基
づ
く
規
制
に
も
該
当
す
る
と
述
べ
て
、
掲
出
拒
否
処
分
の
仮
差
止
め
を
認
め
て
、
争
点
の
広
告
の
掲
出
を
命
じ
た
。

な
お
、
連
邦
地
裁
は
、
本
件
規
制
の
目
的
に
つ
い
て
の
審
査
は
行
っ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
を
う
け
、
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
の
一
カ
月
間
、
本
件
広
告
を
掲
出
し
た
が
、
五
月
に
入
り
、
す
べ
て
の
政
治

的
広
告
を
禁
止
す
る
広
告
基
準
を
設
け
た（（（
（

。

　
（
４
）
小
括

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
各
々
の
法
域
の
連
邦
控
訴
裁
の
先
例
を
参
照
し
て
、
広
告
事
業
を
指
定
Ｐ
Ｆ
と
認
定
し
て
、

厳
格
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
事
件
で
は
、
規
制
目
的
の
重
要
性
は
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
規
制
手
段
の
審
査
で

不
合
格
と
な
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
事
件
で
は
、
そ
も
そ
も
規
制
目
的
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
規
制
手
段
の
審
査
も
不

合
格
と
な
っ
た
。
一
方
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
事
件
で
は
、
観
点
規
制
の
審
査
が
行
わ
れ
た
結
果
、
過
小
包
括
規
制
ゆ
え
に
不
合

格
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
司
法
判
断
を
う
け
た
各
都
市
の
対
応
を
次
に
紹
介
す
る
。

四　

広
告
掲
出
を
命
じ
ら
れ
た
各
都
市
の
対
応
―
―
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
閉
鎖

１　

各
都
市
の
対
応
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大
都
市
の
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
憎
悪
煽
動
的
な
広
告
の
掲
出
は
、
安
全
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
す
べ
て
の
利
用

者
に
友
好
的
な
環
境
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
現
実
に
は
困
難
を
伴
う
。
そ
の
た
め
、
広
告
掲
出
拒
否
処
分
が
司
法
判
断

で
差
止
め
ら
れ
た
三
都
市
は
、
広
告
ス
ペ
ー
ス
を
多
様
な
意
見
広
告
に
開
放
す
る
と
い
う
対
応
を
採
る
の
で
は
な
く
、
広
告
掲
出
基

準
を
改
正
し
て
、
意
見
広
告
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
、
広
告
事
業
を
非
Ｐ
Ｆ
に
転
換
す
る
と
い
う
対
策
を
講
じ
た
。

　

ま
ず
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
は
、
二
〇
一
五
年
、
商
用
広
告
に
関
す
る
指
針
を
改
訂
し
て
、
禁
止
さ
れ
る
広
告
と
し

て
、
多
様
な
見
解
の
存
在
す
る
論
点
に
関
し
て
公
衆
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
広
告
（
九
号
）、
特
定
の
宗
教
、
宗
教
的

慣
習
、
又
は
信
念
を
推
進
又
は
批
判
す
る
広
告
（
一
二
号
）、
公
共
政
策
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
広
告
（
一
四
号
）
を
含

む
一
四
項
目
を
明
示
し
た（（（
（

。

　

一
方
、
同
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
Ｍ
Ｔ
Ａ
も
広
告
指
針
を
改
正
し
て
、「
政
治
的
な
性
質
を
有
す
る
広
告
を
排
除
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
Ｍ
Ｔ
Ａ
の
施
設
を
指
定
Ｐ
Ｆ
か
ら
限
定
的
Ｐ
Ｆ
に
変
換
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
た
改
正
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
う
え
で
、

許
可
さ
れ
る
広
告
と
し
て
、
商
業
広
告
、
政
府
広
告
、
及
び
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
案
内
の
三
種
類
を
挙
げ
て
、
さ
ら
に
、
許
可
さ
れ
な

い
広
告
と
し
て
、
暴
力
又
は
平
穏
崩
壊
を
即
座
に
煽
動
等
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
で
効
率
的
で
秩
序
立
っ
た
公
共
交
通
運
営
に
害

悪
又
は
干
渉
を
与
え
る
こ
と
を
Ｍ
Ｔ
Ａ
が
合
理
的
に
予
見
で
き
る
も
の
（
Ⅳ
Ｂ
一
二
）、
個
人
又
は
集
団
を
侮
辱
す
る
又
は
評
価
を

落
と
す
内
容
を
含
ん
で
い
る
も
の
（
Ⅳ
Ｂ
一
三
）
を
含
む
一
五
項
目
を
明
記
し
た（（（
（

。
Ⅳ
Ｂ
一
三
に
つ
い
て
は
、
判
断
基
準
も
明
示
し

て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
の
利
用
者
層
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
合
理
的
に
思
慮
分
別
の
あ
る
人
間
が
、
支
配
的
な
社
会

通
念
（prevailing com

m
unity standard

）
に
照
ら
し
て
、
特
定
の
個
人
又
は
集
団
を
罵
倒
す
る
又
は
彼
等
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
内

容
を
含
む
と
考
え
る
か
ど
う
か
を
、
Ｍ
Ｔ
Ａ
が
判
断
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
同
年
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
Ｓ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
Ａ
も
、
広
告
代
理
店
と
の
契
約
文
書
に
お
け
る
広
告
掲
出
基
準
を
修
正
し
て
、

広
告
ス
ペ
ー
ス
を
非
Ｐ
Ｆ
に
転
換
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
う
え
で
、
個
人
、
集
団
、
事
業
、
又
は
団
体
の
評
価
を
落
と
し
、
不
名
誉
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と
な
り
、
又
は
不
敬
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
た
広
告
や
（
第
三
）、
個
人
又
は
集
団
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お
り
非
常
に
侮
辱
的
、

品
格
低
下
的
、
又
は
敵
対
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
違
法
な
行
動
を
煽
動
等
す
る
こ
と
が
予
見
で
き
る
内
容
の
広
告
（
第
四
）
を
含
む
九

項
目
の
広
告
を
禁
止
し
た（（（
（

。

２　

フ
ォ
ー
ラ
ム
閉
鎖
後
の
法
廷
闘
争

　

先
述
の
と
お
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
は
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
が
ム
ハ
ン
マ
ド
の
似
顔
絵
広
告
の
掲
出
を
申
請
し
た
直
後
に
、

暫
定
的
に
意
見
広
告
を
全
面
的
に
禁
止
し
た
う
え
で
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
掲
出
を
正
式
に
拒
否
し
て
、
さ
ら
に
正
式
な
指
針
改
定
を

行
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、
指
針
改
定
が
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
を
標
的
に
し
た
観
点
差
別
的
な
も
の
で
あ
っ
て
本
件
広
告
掲

出
拒
否
処
分
は
修
正
一
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
提
訴
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
連
邦
地
裁
は
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の

広
告
が
標
的
に
さ
れ
た
証
拠
が
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
観
点
差
別
と
は
言
え
な
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
論
争
的
な
広
告
に
対
す
る
器
物

損
壊
の
被
害
や
論
争
的
広
告
の
審
査
に
か
か
る
行
政
負
担
の
解
消
を
目
的
と
し
た
指
針
改
定
で
あ
る
と
す
る
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
の
主
張
を

受
け
入
れ
て
、
指
針
改
定
を
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
し
た（（（
（

。
な
お
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ａ
の
指
針
改
定
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
、

ア
メ
リ
カ
自
由
人
権
協
会
（
Ａ
Ｃ
Ｌ
Ｕ
）
が
、
意
見
広
告
の
掲
出
を
拒
否
さ
れ
た
複
数
の
団
体
の
代
理
人
と
な
り
、
新
基
準
の
違
憲

性
の
確
認
等
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
し
て
お
り
、
今
後
の
司
法
判
断
が
注
目
さ
れ
る
。

五　

若
干
の
考
察

１　

連
邦
下
級
審
の
判
断
の
ば
ら
つ
き

　

前
述
の
と
お
り
、
連
邦
最
高
裁
は
、
政
治
的
表
現
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
い
た
公
共
交
通
の
広
告
事
業
を
非
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
位
置
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づ
け
た
こ
と
が
あ
る
が
（
レ
ー
マ
ン
判
決
）、
そ
の
射
程
は
狭
く
、
本
件
の
問
題
に
関
す
る
連
邦
下
級
審
の
指
針
と
し
て
は
十
分
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（
第
二
巡
回
区
）
や
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
（
Ｄ
Ｃ
巡
回
区
）
な
ど
の
法
域
は
、
広
告
事
業
を
指
定
Ｐ

Ｆ
と
す
る
先
例
に
拘
束
さ
れ
て
い
て
表
現
内
容
規
制
が
許
さ
れ
な
い
一
方
で
、
ボ
ス
ト
ン
（
第
一
巡
回
区
）
や
シ
ア
ト
ル
（
第
九
巡

回
区
）
な
ど
の
法
域
で
は
、
広
告
事
業
が
政
治
的
表
現
に
も
開
放
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
非
Ｐ
Ｆ
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、

表
現
内
容
規
制
が
許
さ
れ
て
い
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
第
二
巡
回
区
、
第
六
巡
回
区
、
第
七
巡
回
区
、
及
び
Ｄ
Ｃ
巡
回
区
の
法
域
で
は
、
多

様
な
政
治
的
及
び
意
見
広
告
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
実
が
あ
れ
ば
、
政
府
が
指
定
Ｐ
Ｆ
を
創
設
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
こ
と
と

な
り
、
厳
格
審
査
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
一
巡
回
区
と
第
九
巡
回
区
の
法
域
で
は
、
論
争
的
な
広
告
の
掲
出
を
認
め
る
と

い
う
交
通
当
局
の
決
定
だ
け
で
は
、
指
定
Ｐ
Ｆ
は
創
出
さ
れ
な
い（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
の
ト
ー
マ
ス
判
事

は
、
シ
ア
ト
ル
の
事
件
の
裁
量
上
訴
拒
否
へ
の
反
対
意
見
の
な
か
で
、
実
質
的
に
類
似
す
る
公
共
交
通
の
広
告
事
業
に
お
け
る
表
現

の
自
由
の
保
障
が
地
理
的
な
条
件
次
第
で
極
端
に
異
な
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
が（（（
（

、
そ
の
指
摘
自
体
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

２　

挑
発
的
な
憎
悪
広
告
の
掲
出
拒
否
と
厳
格
審
査

　

公
共
の
空
間
に
お
け
る
表
現
の
自
由
の
保
障
を
最
大
限
に
守
る
た
め
に
は
、
表
現
活
動
の
た
め
に
開
放
さ
れ
た
公
共
施
設
を
指
定

Ｐ
Ｆ
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
そ
こ
で
の
表
現
規
制
は
厳
格
審
査
に
付
す
こ
と
が
好
ま
し
い
。
ま
た
、
従
来
の
修
正
一
条
の
理
解
の

下
で
は
、
挑
発
的
な
表
現
に
対
し
て
は
「
対
抗
言
論
」
で
対
抗
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る（（（
（

。
さ
ら
に
、
表
現
へ
の
暴
力
的
反
応
を
理

由
に
規
制
を
す
る
こ
と
は
、「hecklerʼs veto

（
野
次
を
飛
ば
す
者
に
よ
る
拒
否
権
発
動
）」
な
ら
ぬ
「thugʼs veto

（
（（
（

（
悪
党
に
よ
る
拒

否
権
発
動
）」
又
は
「assassinʼs veto

（
暗
殺
者
に
よ
る
拒
否
権
発
動
）」
と
な
り
、
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
強
い

表
現
の
自
由
を
追
求
す
る
連
邦
最
高
裁
の
判
例
の
下
で
は
、
暴
力
煽
動
表
現
や
喧
嘩
言
葉
の
規
制
で
あ
ろ
う
と
も
、
観
点
差
別
は
許

さ
れ
な
い
し
、
広
告
内
容
が
即
座
な
暴
力
的
反
応
を
誘
引
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
た
め
、
厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
事
件
で
は
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
の
広
告
に
起
因
す
る
具
体
的
な
危
険
か
ら
乗

客
乗
員
を
守
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
規
制
利
益
が
肯
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り
緩
や
か
な
規
制
手
段
の
存
在
が
指
摘
さ

れ
て
、
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
事
件
で
は
、
具
体
的
な
危
険
発
生
の
可
能
性
が
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
た
め

に
規
制
目
的
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
う
え
、
よ
り
緩
や
か
な
規
制
手
段
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
、
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
。
後

者
の
判
例
法
理
の
下
で
は
、
具
体
的
な
危
険
が
指
摘
さ
れ
れ
ば
規
制
利
益
が
正
当
化
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
規
制
手
段
の
審
査

を
通
過
す
る
見
通
し
は
暗
い
。
一
方
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
事
件
で
は
、
特
定
観
点
の
み
を
規
制
す
る
過
小
包
括
規
制
で
あ
る
と

さ
れ
て
違
憲
と
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
、
実
際
に
テ
ロ
攻
撃
を
う
け
た
経
験
を
も
つ
都
市
で
あ
る
し
、
公
共
交
通
シ

ス
テ
ム
と
い
う
存
在
は
、
悪
意
あ
る
物
理
的
攻
撃
に
対
し
て
脆
弱
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
万
全
な
安
全

対
策
を
講
じ
る
こ
と
よ
り
も
、
表
現
の
自
由
を
万
全
に
保
障
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
司
法
判
断
は
、
は
た
し
て
妥
当
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
う
し
た
司
法
判
断
を
う
け
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
等
の
大
都
市
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
性
を
変
更
し
て
合
理
性
の
審
査
基
準
の
適

用
さ
れ
る
非
Ｐ
Ｆ
へ
と
転
換
さ
せ
た
が
、
も
し
も
こ
れ
ら
の
都
市
の
政
治
判
断
が
や
む
を
え
な
い
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
、
高
度
に
厳
格
化
し
た
厳
格
審
査
が
実
用
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。

３　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
広
告
規
制
の
問
題
は
、
一
般
社
会
の
表
現
全
般
に
か
か
る
規
制
の
問
題
で
は
な
く
、
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の

広
告
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
特
殊
な
条
件
下
に
お
け
る
憎
悪
表
現
、
暴
力
煽
動
表
現
、
又
は
喧
嘩
言
葉
の
要
素
を
も
つ
挑
発
的
な
表
現
の

規
制
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
指
定
Ｐ
Ｆ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の
特
殊
な
性
質
、
す
な
わ
ち
、

①
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
②
多
種
多
様
な
属
性
の
人
々
が
通
勤
、
通
学
、
又
は
生
活
の
た
め
に
利
用
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せ
ざ
る
を
え
な
い
特
殊
な
空
間
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
③
悪
意
あ
る
物
理
的
攻
撃
に
対
し
て
極
め
て
脆
弱
な
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム

の
看
板
塔
と
も
い
え
る
空
間
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（（（
（

。
す
る
と
、「
囚
わ
れ
の
聴
衆（（（
（

」
た

る
利
用
者
に
対
す
る
憎
悪
煽
動
表
現
で
あ
る
と
い
う
点
や
、
暴
力
的
反
応
の
発
生
可
能
性
に
つ
い
て
も
、
考
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
よ
う（（（
（

。
ま
た
、
レ
ー
マ
ン
判
決
等
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
交
通
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
に
は
、
す
べ
て
の
利
用
者
が
安

心
し
て
歓
迎
さ
れ
る
環
境
を
提
供
す
る
責
任
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
）　R

O
D

N
EY A

. S
M

O
LLA, S

M
O

LLA
 A

N
D N

IM
M

ER O
N F

REED
O

M
 O

F S
PEECH, 

§ 8:26 (updated A
pril 2017).

（
2
）　

Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
は
、Pam

ela Geller

と
い
う
人
物
ら
が
「
ア
メ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ム
化
阻
止
」（Stop Islam

ization of A
m

erica

）
と

い
う
団
体
と
と
も
に
創
設
し
た
。
人
権
擁
護
団
体
で
あ
るSouthern Poverty Law

 Center

は
、
両
団
体
を
憎
悪
団
体
と
し
て
指
定

し
て
い
る
。
な
お
、
Ａ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
が
カ
ナ
ダ
で
展
開
し
た
広
告
戦
略
の
う
ち
、
ア
ル
バ
ー
タ
州
の
エ
ド
モ
ン
ト
ン
市
当
局
に
よ
る
広
告
撤
去

及
び
契
約
解
除
に
つ
い
て
、
二
〇
一
六
年
、
地
裁
は
合
憲
と
判
断
し
て
い
る
。A

m
. Freedom

 D
ef. Initiative v. Edm

onton (City); 
[2016] A

.J. N
o. 1025.

（
3
）　See, e. g., A

rchdiocese of W
ash. v. W

M
A

T
A

, N
o. 17-2554, 2017 U

.S. D
ist. LEX

IS 202519 (D
.D

.C. D
ec. 8, 2017).

（
4
）　H

ess v. Indiana, 414 U
.S. 105 (1973); Cohen v. California, 403 U

.S. 15, 20 (1971).

（
5
）　R. A

. V
. v. City of St. Paul, M

inn., 505 U
.S. 377 (1992).

（
6
）　See, e.g., M

inn. State Bd. for Cm
ty. Colleges v. K

night, 465 U
.S. 271, 280 (1984). 

（
7
）　Perry Educ. A

ssʼn v. Perry Local Educatorsʼ A
ssʼn, 460 U

.S. 37, 45-46 (1983).

（
8
）　A

m
. Freedom

 D
ef. Initiative v. K

ing Cnty., 136 S. Ct. 1022, 1022 (2016) (T
hom

as, J., dissenting).

（
9
）　Perry, 460 U

.S. at 45.

（
10
）　W

ard v. Rock A
gainst Racism

, 491 U
.S. 781, 791 (1989).

（
11
）　Perry, 460 U

.S. at 45.

（
12
）　Perry, 460 U

.S. at 46; S
M

O
LLA, supra note 1, at 

§ 8:7.
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（
13
）　Blackʼs Law

 dictionary (10th ed. 2014)

のpublic forum

の
説
明
。

（
14
）　S

M
O

LLA, supra note 1, at 

§ 8:8.50. 
（
15
）　Perry, 460 U

.S. at 46.
（
16
）　Pleasant Grove City v. Sum

m
um

, 555 U
.S. 460, 470 (2009).

（
17
）　M

atal v. T
am

, 137 S. Ct. 1744, 1749 (2017).

（
18
）　W

alker v. T
ex. D

iv., Sons of Confederate V
eterans, Inc., 135 S. Ct. 2239, 2242 (2015).

（
19
）　Cornelius v. N

A
A

CP Legal D
ef. &

 Educ. Fund, 473 U
.S. 788, 802 (1985).

（
20
）　A

m
. Freedom

 D
ef. Initiative v. K

ing Cnty., 136 S. Ct. 1022, 1022 (2016) (T
hom

as, J., dissenting). 

な
お
、
ト
ー
マ
ス

判
事
は
、
限
定
的
Ｐ
Ｆ
は
非
Ｐ
Ｆ
と
同
一
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
限
定
的
Ｐ
Ｆ
は
指
定
Ｐ
Ｆ
と
同
一
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

（
た
と
え
ば
、Blackʼs Law

 dictionary (10th ed. 2014)

のdesignated public forum

の
説
明
）。

（
21
）　Lehm

an v. Shaker H
eights, 418 U

.S. 298 (1974).

（
22
）　A

m
. Freedom

 D
ef. Initiative v. K

ing Cnty., 136 S. Ct. at 1022-23 (T
hom

as, J., dissenting).

（
23
）　Ridley v. M

ass. Bay T
ransp. A

uth., 390 F.3d 65 (1st Cir. 2004).

（
24
）　A

m
. Freedom

 D
ef. Initiative v. M

ass. Bay T
ransp. A

uth., 989 F. Supp. 2d 182 (D
. M

ass. 2013). 

そ
の
後
、
Ａ
Ｆ
Ｄ

Ｉ
は
、
文
言
を
若
干
変
更
し
た
広
告
の
掲
出
を
求
め
た
が
、
掲
出
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
改
め
て
差
止
め
を
求
め
た
が
、
連
邦
地
裁
は
先

と
同
様
の
理
由
で
差
止
め
を
認
め
な
か
っ
た
。A

m
. Freedom

 D
ef. Initiative v. M

ass. Bay T
ransp. A

uth., 2014 U
.S. D

ist. 
LEX

IS 34428 (D
. M

ass. 2014).

（
25
）　A

m
. Freedom

 D
ef. Initiative v. M

ass. Bay T
ransp. A

uth., 781 F.3d 571 (1st Cir. 2015). 

（
26
）　A

m
. Freedom

 D
ef. Initiative v. M

ass. Bay T
ransp. A

uth., 136 S. Ct. 793 (2016).

（
27
）　A

m
. Freedom

 D
ef. Initiative v. SM

A
RT

, 2011 U
.S. D

ist. LEX
IS 35083 (E.D

. M
ich. 2011).
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